
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
五
十
六
号

特
定
小
規
模
施
設
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火

安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等

に
関
す
る
省
令

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
小
規

模
施
設
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す

る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六

年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二

十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
小
規
模

施
設
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す

る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
（
同
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
特
定
小
規
模
施
設
　
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で

あ
っ
て
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治

省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十

三
条
第
四
項
第
七
号
ヘ
に
規
定
す
る
特
定
一
階
段
等

防
火
対
象
物
以
外
の
も
の
を
い
う
。

イ
　
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
延
べ
面
積

が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（１）
　
令
別
表
第
一
（
二
）
項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物

（２）
　
令
別
表
第
一
（
五
）
項
イ
、
（
六
）
項
イ

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
及
び
（
六
）
項
ロ
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物

（３）
　
令
別
表
第
一
（
六
）
項
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
（
利
用
者
を
入
居
さ
せ
、
又
は
宿
泊
さ
せ

る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
令
別
表
第
一
（
十
六
）
項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
の
う
ち
、
次
の
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ

れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
（
延
べ
面
積
が
三
百
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第

十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
規
模
特
定

用
途
複
合
防
火
対
象
物
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項

第
八
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ

れ
る
部
分
（
同
項
第
五
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
を
除

く
。
）
及
び
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ヘ

に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
が
存
し
な
い
も
の
に

限
る
。
）

（１）
　
令
別
表
第
一
（
二
）
項
ニ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物

（２）
　
令
別
表
第
一
（
五
）
項
イ
、
（
六
）
項
イ

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
及
び
（
六
）
項
ロ
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物

（３）
　
令
別
表
第
一
（
六
）
項
ハ
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
（
利
用
者
を
入
居
さ
せ
、
又
は
宿
泊
さ
せ

る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
以
外
の
令
別
表
第
一

（
十
六
）
項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

（
五
）
項
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用
途

に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
せ
ず
、
か
つ
、
（
五
）
項

イ
に
掲
げ
る
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
床
面
積
が

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の

う
ち
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五

百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

二
　
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
　
特
定

小
規
模
施
設
に
お
け
る
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
火
災
の
発
生
を
感
知
し
、
及
び
報
知
す

る
た
め
の
設
備
を
い
う
。

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
代
え
て
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
）

第
三
条
　
特
定
小
規
模
施
設
に
お
い
て
、
令
第
二
十
一
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
、
及
び
維

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
動
火
災
報
知
設
備
に
代
え

て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性

能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
は
、
特
定
小

規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
と
す
る
。

２
　
前
項
に
定
め
る
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知

設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
の
警
戒

区
域
（
火
災
の
発
生
し
た
区
域
を
他
の
区
域
と
区
別

し
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
小
単
位
の
区
域
を

い
う
。
）
は
、
令
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

二
　
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知

器
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
所
の
天
井

又
は
壁
（
イ
に
掲
げ
る
場
所
（
床
面
積
が
三
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
壁
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
屋
内
に
面
す
る

部
分
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
又
は

壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分
）
に
、
有
効
に
火
災
の
発

生
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ

と
。

イ
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一

号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
及
び
床
面

積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
収
納
室

ロ
　
倉
庫
、
機
械
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
室

ハ
　
階
段
及
び
傾
斜
路
、
廊
下
及
び
通
路
並
び
に
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
、
リ
ネ
ン
シ
ュ
ー
ト
及
び

パ
イ
プ
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
第
二
条
第
一
号
イ
（
１
）
、
ロ
（
１
）
及
び
ハ
に

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
内
部
に
設
置
さ
れ
て
い
る

場
合
に
限
る
。
）

三
　
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
に
は
、

非
常
電
源
を
附
置
す
る
こ
と
。

３
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
小
規
模
施
設
用

自
動
火
災
報
知
設
備
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
設
置

及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
第
一
号
（
ロ
及
び
ニ
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省

令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
六
日
総
務
省

令
第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
総
務
省
令

第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
一
日
総
務
省
令
第

三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


